
介護老人保健施設杏園 

(介護予防)通所リハビリテーション運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 医療法人佐藤医院 （以下「事業者」という。）が運営する介護老人保健施設杏園(以下「事

業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション

の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を

定め、要介護又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう指定通所リハビリテーション及び指定介護予防

通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション等」という。)を行い、利用者の心

身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過すことがで

きるよう居宅サービスを提供することを目的とする。 

 

（指定通所リハビリテーション等の運営の方針） 

第２条 利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活をその居宅にお

いて営むことができるよう、理学療法、作業療法又は言語聴覚法その他必要なリハビリテーショ

ンを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上

を行うこととする。 

２ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサー

ビスの提供に努めるものとする。 

３ 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者

（地域包括支援センター）、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な

サービスの提供に努めるとともに、地域及び家族との結びつきを重視した運営を行うものとす

る。 

４ 前項のほか、「新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定め

る条例」（平成 27 年新潟県条例第 22 号）及び「新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に

関する基準を定める条例」（平成 27 年新潟県条例第 19 号）その他の関係法令等に定める内容

を遵守し、事業を実施するものとする。 

 

（指定通所リハビリテーション等の一体的運営） 

第３条 指定通所リハビリテーション等のサービス提供は、同一の事業所において一体的に運営

するものとする。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第４条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 



１ 名 称 介護老人保健施設杏園 

２ 所在地 新潟県村上市猿沢 2222 番地 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第５条 この事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

職種 員数 職務内容 

管理者 1 人 （資格：医師、勤務形態：常勤兼務） 

事業所における従業者の管理、業務の実施状況の把握その他事業の管

理を一元的に行うとともに、介護保険法等に規定される指定通所リハ

ビリテーション等の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命

令を行うものとする。 

医師 1 人 

以上 

利用者の身体機能の維持又は向上のため、リハビリテーションの提供

を行うにあたり、診療を行い、指示をすること及び利用者の健康管理

及び保健衛生の指導を行う。 

看護師若しく

は准看護師若

しくは介護職

員 

5 人 

以上 

 

医師の指示及び通所リハビリテーション計画又は介護予防通所リハ

ビリテーション計画(以下「通所リハビリテーション計画等」という。)

に従って、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士とともに利用

者に対するリハビリテーションを行うものとする。 

理学療法士、

作業療法士若

しくは言語聴

覚士 

1 人 

以上 

医師の指示及び通所リハビリテーション計画又は介護予防通所リハ

ビリテーション計画(以下「通所リハビリテーション計画等」という。)

に従って、看護師若しくは准看護師若しくは介護職員とともに利用者

に対するリハビリテーションを行うものとする。 

栄養士若しく

は管理栄養士 

1 人 

以上 

医師の指示及び通所リハビリテーション計画又は介護予防通所リハ

ビリテーション計画(以下「通所リハビリテーション計画等」という。)

に従って、利用者に対する栄養指導及び栄養管理を行うものとする。 

 

（営業日及び営業時間） 

第６条 営業日及び営業時間を次のとおりとする。 

１ 営業日は年中無休とする。ただし、年始(1 月 1 日)を除く。 

２ 営業時間は午前 8 時 00 分から午後 5 時 00 分までとする。 

３ サービス提供時間は、午前 9 時 00 分から午後４時 00 分までとする。 

４ 延長時間は、午前 8 時 00 分から午前 9 時 00 分まで及び午後 4 時 00 分から午後 5 時 00 分ま

でとする。 

 

（実施単位及び利用定員） 

第７条 実施単位及び利用定員は次の各号に定めるとおりとする。 



(1) 実施単位 1 単位 

(2) 利用定員 48 人 

 

（指定通所リハビリテーション等の内容） 

第８条 指定通所リハビリテーション等の内容は、理学療法、作業療法又は言語聴覚療法その他

日常生活上の世話を行うものとし、指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては次の点

に留意するものとする。 

１ 指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては、利用者の心身状態の維持回復又は向上

に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うための通所リハビリテーション計画等を作成し

なければならない。 

２ 事業者は、医師の診療及び指示に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、利用者の

心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。 

３ 指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては、常に利用者に対し懇切丁寧に行うもの

とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項につ

いて、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。 

４ 指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びそ

の置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。

特に、認知症を有する利用者に対しては、利用者の有する特性に対応したサービス提供ができる

体制を整えるものとする。 

 

（利用料その他の費用の額） 

第９条 利用料は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年 2 月 10

日厚告第 19 号)」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年

3 月 14 日厚労告 127 号)」に定める基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は、本人負担分

の額とする。 

２ 事業者は、前項に定める額のほか、次の各号に掲げる費用の支払いを受けるものとする。 

３ 前２項の費用の徴収に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族対して当該サービスの内

容及び費用について説明し同意を得るものとする。ただし、前項第１号の費用については、文書

により説明し同意を得るものとする。 

４ 第２項第１号の額を変更する場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して、文書により

説明し同意を得るものとする。 

 項目 金額 備考 
1 食費(朝食) 435 一食につき 
2 食費(昼食) 560 一食につき（おやつ代を含む） 
3 食費(夕食) 550 一食につき 
4 日常生活品費 130 一日につき 



 

（通常の事業の実施地域） 

第 10 条 通常の事業の実施地域は村上市とする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第 11 条 利用者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。 

(1) 利用者は、事業所内において政治活動又は宗教活動を行ってはならない。 

(2) 利用者は、事業所に危険物を持ち込んではならない。 

(3) 利用者の所持金その他貴重品は利用者自ら管理しなければならない。 

 

（緊急時の対応等） 

第 12 条 従業者は、指定通所リハビリテーション等の提供中に利用者の体調や容体の急変、その

他の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じなければな

らない。 

 

（非常災害対策） 

第 13 条 事業者は、非常災害に関する具体的な対応計画を定めるものとする。 

5 教養娯楽費 100 一日につき 
6 尿取りパット 50 一枚につき（消費税別） 
7 紙オムツ（平型・小） 50 一枚につき（消費税別） 
8 紙オムツ（平型・大） 100  一枚につき（消費税別） 
9 紙オムツ（テープ止め） 100  一枚につき（消費税別） 
10 紙オムツ（パンツ型） 150  一枚につき（消費税別） 
11 洗濯（下洗い） 300  洗濯一回につき 
12 洗濯（機械洗） 300 洗濯一回につき 
13 洗濯（手洗い） 600  洗濯機で洗濯が出来ないもの 洗濯一回につき 
14 洗濯（乾燥） 300  洗濯物乾燥一回につき 

15 
診断書料（用紙が指定され

ている場合） 
3,000  用紙の指定のあるもの（消費税別） 

16 
診断書料（用紙が指定され

ていない場合） 
2,000  

用紙の指定のないもの。用紙の指定があっても記

載内容が複雑でないもの（消費税別） 

17 証明書料（診断書以外） 500  
おむつ使用証明書、受領証明書等 
（一年分領収書再発行を含む）（消費税別） 

18 延長料金 500  
14 時間以上のサービス提供を受ける場合 
（1 時間毎）（消費税別） 



２ 管理者又は防火管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓練を地域の

消防署の協力を得た上で、年２回以上実施するなど、利用者の安全に対して万全の備えを行うも

のとする。 

 

（業務継続計画の策定） 

第 14 条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施しなければならない。 

３ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとする。 

 

（衛生管理等） 

第 15 条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水等について、

衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。 

また、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じな

ければならない。 

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね

６ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定

期的に実施する。 

 

（事故発生時の対応） 

第 16 条 事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーション等の提供により事故が発生し

た場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡す

るとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。 

３ 事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第 17 条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならな

い。 



(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について従業者に周知徹底を図る。 

(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備する。 

(3) 事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。 

(4) (1)～(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する

調査等に協力するよう努めるものとする。 

 

（苦情処理等） 

第 18 条 事業者は、提供した指定通所リハビリテーション等に対する利用者又はその家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し、必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会（以下「市町村等」と

いう。）が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導

又は助言に従って適切な改善を行うものとする。 

４ 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとする。 

 

（秘密保持） 

第 19 条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らし

てはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。 

２ 前項に定める秘密保持義務は、従業者の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記

する。 

３ 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する

場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。 

 

（従業者の研修） 

第 20 条 事業者は、従業者の資質向上を図るため、全ての従業者に対し、以下のとおり研修機会

を設けるものとする。 

(1) 採用時研修 採用後 1 か月以内に実施 

(2) 継続研修 年 1 回以上実施 

２ 事業者は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第

８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対

し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

（記録の整備） 



第 21 条 事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーション等の提供に関する各号に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画 

(2) 提供した具体的サービス内容等の記録 

(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録 

(4) 苦情の内容等に関する記録 

(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録 

２ 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から５年間

保存しなければならない。 

 

附 則 

この運営規程は 2024 年 10月 1 日から施行する。 


